
 

部活動改革に関する新たなガイドラインの策定に向けて 

更に議論を深めるべき主な論点（案） 

 

①都道府県・市区町村・運営団体・実施主体の役割分担 

・ 広域自治体としての都道府県に期待される役割 

・ 市区町村における方針決定及び包括的な企画・調整 

・ 地域クラブ活動の運営団体と実施主体がそれぞれ果たすべき機能や役割分担

（様々なパターンがあり得るため、いくつかに類型分けして整理）  等 

 

②指導者登録制度を中心とした指導の質・生徒の安全確保 

・ 指導者登録制度 

（論点例）指導者等に求められる資質・能力（研修の内容等）、登録の 

手続・有効期間、不適切行為等があった場合の処分等 

・ 地方公共団体における相談・通報窓口の設置 

・ 暴力・暴言等の根絶や、いじめ防止・事故防止等の徹底に向けた対応  等 

 

③民間企業・大学・関係団体等との連携 

・ 民間企業・大学・関係団体等それぞれに期待される役割 

・ 地方公共団体とこれらの団体等との連携を強化するための方策 

・ 国レベル・都道府県レベルでの気運醸成や連携の仕組みづくり  等 

 

④生徒のニーズの反映及び地域クラブ活動への参加促進等 

・部活動の地域展開に当たり生徒のニーズを的確に反映するための方策 

・生徒の地域クラブ活動への参加促進に向けた情報提供等の在り方 

・地域クラブ活動の運営団体・実施主体と生徒が所属する中学校等との連携  等 

 

⑤その他 

資料３－２ 資料２

  【資料６】  

（国）「部活動の地域展開・地域クラブ活動の推進等に関する調査研究協力者会議」 資料（抜粋）



●都道府県は、広域自治体として改革に向けたリーダー
シップを発揮し、都道府県全体としての改革方針を示す
とともに、市区町村に対するきめ細やかな支援を行う。

●また、一つの市区町村では対応が難しく、広域での実施
がより効果的・効率的な取組を中心に、地域展開等に
向けた広域的な基盤づくりを行う。

●市区町村は、改革の責任主体として、幅広い関係者と
 の連携・協働の下、地域展開等の円滑な実施に向けて
   包括的な企画・調整を行う。

●特に、地域クラブ活動の位置付け（学校部活動が
担ってきた意義の継承・発展＋新たな価値の創出）を
十分に踏まえ、豊かで幅広い活動が実現されるよう、

   丁寧に運営団体等への支援や指導助言等を行う。

＜主な役割＞

①推進体制の整備及び全体方針の策定・周知等
・都道府県全体での改革推進に向けた体制整備（関係部署の

  連携強化や専門部署の設置、コーディネーターの配置、関係者
協議会や市町村連絡会の開催等）
・都道府県全体としての改革方針を示す推進計画の策定
・都道府県内全体への周知・広報

②市区町村へのきめ細やかなサポート
・市区町村の取組状況の把握及び伴走支援・指導助言等
・複数の市区町村による広域連携の取組に当たっての調整

③地域展開等に向けた広域的な基盤づくり
・都道府県内の企業や大学、関係団体等との連携体制の構築
・指導者確保に向けた仕組みづくり（人材バンク設置、教職員
の兼職兼業の取扱いの整理等）

・指導者研修や運営・リスク管理研修の実施
・大会への円滑な参加の促進                                                          

＜主な役割＞
①推進体制の整備及び方針の策定・周知
・推進体制の整備（関係部署の連携強化、コーディネーターの

  配置、関係者協議会の開催等）
・推進計画の策定、改革の進捗状況の評価検証
・生徒のニーズ把握や保護者・生徒等への周知・広報

②地域クラブ活動の認定等
・地域クラブ活動の認定（指導者登録等を含む）

 ・地域クラブ活動の活動状況の把握、支援・指導助言等
・生徒・保護者等からの相談窓口の設置

③地域クラブ活動の円滑な実施に向けた対応
・指導者/活動場所/移動手段の確保等
・学校との連携（活動方針・活動状況の共有、学校施設の
有効活用、教職員の兼職兼業等）

・寄附、ふるさと納税の活用など多様な財源の確保
※市区町村が自ら地域クラブ活動の運営・実施を行う場合もある

部活動の地域展開等の推進における「都道府県」と「市区町村」の役割（たたき台）

都道府県 市区町村
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地域クラブ活動の「運営団体」と「実施主体」の役割分担（たたき台）

主な役割 パターン① パターン② パターン③ パターン④

＜運営・管理＞

・運営方針、運営計画の策定
・実施主体の活動状況の管理、指導助言、相談対応
・運営人材の確保・育成、運営業務の効率化
・責任主体の明確化、危機管理マニュアル作成
・保険加入状況や補償内容の確認
・リスク管理等の研修実施
・収支計画の作成、会計・税務処理、労務管理
・競技団体等への登録、大会・コンクールへの参加申込

＜活動実施に
向けた準備＞

・活動計画の作成、
活動スケジュールの調整（日時・場所・指導者）

・指導者、活動場所、移動手段、消耗品や備品等の確保
・学校との連携・情報共有
・入会手続、会費徴収

＜活動実施＞

・参加者・保護者との連絡（活動内容や出欠確認等）
・安全確保の取組
・ニーズを踏まえた活動の実施
・体験会の開催

運営団体・実施主体の体制等によって役割分担の在り方は多様であり、柔軟に連携・協力を行うことが重要。
（例）パターン①…運営団体と実施主体を一つの団体が兼ねている場合 パターン②…運営団体が運営・管理業務、実施主体が実施業務を担う場合

パターン③…運営団体が活動実施に向けた準備まで担う場合 パターン④…実施主体が運営・管理業務の一部まで担う場合
※運営団体は各実施主体を統括するとともに運営・管理の中核部分を担うことは共通だが、これらのパターン以外にも多様な分担の在り方が想定

【実行会議 最終とりまとめ（抜粋）】
「運営団体」…各地域クラブ活動を統括する団体 / 「実施主体」…個別の地域クラブ活動を実際に行う団体
※一つの団体（体育・スポーツ協会や総合型地域スポーツクラブ等）が「運営団体」と「実施主体」 の両者の役割を兼ね備える場合には、

団体内の部署・機能として、「運営団体」は管理部門、「実施主体」は実施部門と捉えられる。
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都道府県・市区町村・運営団体・実施主体の連携体制図（イメージ）

都道府県
①推進体制の整備及び全体方針

の策定・周知
②市区町村へのきめ細やかなサポート
③地域展開等の広域的な基盤づくり 等

市区町村
①推進体制の整備及び方針の策定・周知
②地域クラブ活動の認定等
③地域クラブ活動の円滑な実施に

向けた対応 等

中学校

支援・
指導助言等 相談・報告

生徒・保護者

認定・支援・
指導助言等 相談・報告

運営団体

各地域クラブ活動を統括・運営

実施主体

地域クラブ
活動を実施

統括・管理 相談・報告

実施主体

地域クラブ
活動を実施

実施主体

地域クラブ
活動を実施

地域の多様な関係団体等
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※学校施設の有効活用、
教職員の兼職兼業等

連携・協働

連絡調整

連携・情報共有

ニーズ把握
・反映等

活動参加・運営参加
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生徒の安全確保①（ 基本的な考え方）

1

○ 地域ク ラ ブ活動は、 学校部活動の教育的意義等を継承・ 発展さ せながら 、 義務教育段階の

生徒に対し てス ポーツ ・ 文化芸術活動の機会を提供する 公的な活動であり 、 学校部活動と 同様

に、 事故や、 暴力・ 暴言・ ハラ ス メ ント （ 性暴力等を 含む） 、 いじ めなど の不適切行為の防止

等を徹底し 、 生徒が安全・ 安心に活動に取り 組める 環境を 構築する こ と が不可欠。

○ 基本的には、 地域ク ラ ブ活動に関する 認定制度及び指導者の登録制度を通じ て安全・ 安心の

確保を図っていく こ と と なる が、 こ れら の制度を効果的に運用する ための環境整備等と し て、

国における 指導の手引き 等の作成、 地方公共団体、 地域ク ラ ブ活動の運営団体・ 実施主体等に

おける 相談窓口の整備など も あわせて進める 必要。

○ ま た、 地方公共団体や地域ク ラ ブ活動の運営団体・ 実施主体等と の間で、 事故等や不適切

行為が発生し た場合の責任の所在を明確化し た上で、 発生時には、 保護者や生徒が在籍する

中学校等と も 適切に連携し ながら 、 迅速かつ丁寧に事後対応を 行う と と も に、 再発防止に

向けて事案の分析や防止対策の強化等を 行う こ と が重要。

○ さ ら に、 怪我等への備えと し て、 生徒及び指導者に対し 、 自身の怪我等を 補償する 保険や

個人賠償責任保険への加入を徹底する こ と も 重要。

※ 先般のス ポーツ 基本法改正において、 暴力等の防止に関する 規定が新設さ れたこ と も 踏ま え

ながら 、 国、 地方公共団体、 関係団体等が一丸と なっ て、 必要な対策を進めていく 必要。



2

項目 主な取組例

①事故や暴力・ 暴言等の
不適切行為の防止

※公益財団法人日本ス ポーツ 協会
( JS PO)を 中心に関係団体が一体
と な っ て進めて いる 「 NO! ス ポ
ハラ 」 活動と 連動し て取組を 進め
る こ と も 重要

指導者・ 保護者・ 生徒等への研修・ 普及啓発等の推進（ 関係者の共通理解の向上）

地域ク ラ ブ活動の運営団体・ 実施主体における 組織的な体制整備（ ス ポーツド ク タ ー・ 有資格
のト レ ーナー・ 弁護士・ 学校医、 医療機関等と の緊密な連携等を含む）

過度な練習等の防止や適切な活動環境の確保（ 熱中症や脳震盪の防止対策等を含む）

JSPO等に設置さ れた暴力等に関する 相談窓口の活用促進、 地方公共団体等が相談を受け付け
対応する 仕組みの構築

国において、 地域ク ラ ブ活動における 適切な指導の参考と なる 手引き 等を作成

②責任の所在の明確化、
事後対応・ 再発防止

地域ク ラ ブ活動の運営団体等や事故等の場面に応じ た法的な責任主体及び賠償制度・ 保険の取
扱いについて、 国において分かり やすく 整理の上、 周知

市町村等や地域ク ラ ブ活動の運営団体・ 実施主体、 活動場所の管理主体等と の間で、 あら かじ
め、 事故等が発生し た場合の対応や責任関係等を明確化

事案発生時の対応等について定めた緊急対応マニュ アルの作成、 職員・ 指導者等への周知徹底

市町村等の担当者や専門家等を交えた事案の分析及び再発防止策の検討・ 策定

地域ク ラ ブ活動の運営団体等の賠償責任保険（ 例: ス ポーツ安全協会の「 ス ポーツ ・ 文化法人
責任保険」 （ 法人対象） ） への加入

③生徒及び指導者の保険
への加入

自身の怪我等を補償する 保険や個人賠償責任保険（ 例: ス ポーツ安全協会の「 ス ポーツ安全保
険」 は両者を兼ね備えたも の） への加入

生徒の安全確保②（ 地域クラブ活動における主な取組例）
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生徒の安全確保③（ 特に留意すべきこと）

●事故や、 暴力・ 暴言・ ハラ ス メ ント （ 性暴力等を含む） 、 いじ めなど の不適切行為の防止等の徹
底については、 学校の内外や学校種、 ス ポーツ ・ 文化や種目等の別を問わず、 共通し て取り 組ま れ
る こ と が重要である こ と 。

●暴力・ 暴言・ ハラ ス メ ント （ 性暴力等を含む） や、 いじ めなど の不適切行為の防止等については、
指導者はも と よ り 、 保護者・ 生徒等に対する 研修・ 普及啓発等も 推進し 、 関係者の共通理解の
向上を 図る こ と 。 特に、 「 運動部活動での指導のガイ ド ラ イ ン 」 （ 平成25年5月文部科学省） に
おいて示さ れた、 「 肉体的、 精神的な負荷や厳し い指導」 と 「 体罰等の許さ れない指導」 の区別
が十分に理解さ れる よ う にする こ と 。

●指導者には、 自ら が不適切行為を行わないこ と は当然のこ と と し て、 生徒同士等における 不適切
行為を 防止する 役割も 求めら れる こ と 。 特に、 上級生から 下級生への暴力やいじ めなど の行為を
防止する 観点から 、 適切な集団づく り や日頃から の生徒への目配り など にも 留意する こ と 。

●近年、 ス マート フ ォ ン・ SNS等の普及に伴い、 生徒がト ラ ブルや犯罪に加害者と し て関わっ てし ま
う 可能性も 大き く なっている こ と から 、 人を傷つける 書き 込みは、 人権侵害であり 犯罪になる こ と
も ある こ と 、 他人に損害を与えれば損害賠償責任を 負う こ と も ある こ と にも 留意する こ と 。

●暴力・ 暴言・ ハラ ス メ ント （ 性暴力等を含む） や、 いじ めなど の不適切行為は、 閉鎖的な環境・
人間関係の下で発生し やすいこ と から 、 開かれた活動環境の整備や、 職員・ 指導者・ 生徒・ 保護者
等によ る コ ミ ュ ニケーショ ンの活性化等を通じ た風通し の良いク ラ ブ作り など にも 留意する こ と 。

●事案発生時には、 保護者や生徒が在籍する 中学校等と も 適切に連携し ながら 、 被害を受けた生徒
のケアを 最優先に対応する こ と 。 個々の指導者任せにせず、 地域ク ラ ブ活動の運営団体・ 実施主体
において組織的な対応を行う こ と 。



○ 部活動の地域展開等にあたっては、市町村等が責任主体となり、地域の様々な人的・物的資源
を活用しながら、持続的・安定的な仕組みづくり、豊かで幅広い活動の実現を目指すことが重要。

○ その際、特に、指導者の確保・育成、活動場所等の確保、資金の確保等が大きな課題となる
ところ、行政側のみで全ての課題解決を図ることは困難であり、そうした各種の資源等を有する
民間企業、大学、スポーツ・文化芸術関係団体（ ※） の協力を得ることが不可欠。

○ 民間企業、大学、スポーツ・文化芸術団体と連携・協働することで、行政側にはない新たな視点
やノウハウなどが導入され、より充実した活動となることも期待される。

○ 持続的な形で連携・協働を推進するためには、協定の締結等により連携の枠組みを明確化する

ことや、民間企業や大学等にとってもメリット が感じられるようにすることも考えられる。

民間企業・大学・関係団体等との連携①（ 基本的な考え方）

1

【メリット の例】

＜民間企業＞

・CSRの一環としての地域貢献 ・地域における企業の信頼性向上 ・自社ブランドやサービスの認知拡大
・人材採用・定着に関する好影響 ・社内人材への活躍・育成機会の提供 等

＜大学＞
・地域における大学の認知拡大 ・スポーツ指導等の実践を通じた知見集積・研究等へのフィードバック
・スポーツ指導者や教師等を目指す大学生への実践機会の提供による人材育成 等

＜関係団体＞

       ・スポーツ・文化芸術活動の実施者の裾野拡大 ・多世代での交流等を通じたスポーツ・文化芸術全体の振興 等

※ 地域クラブ活動の実施にあたっては、体育館、公民館、コミュニティセンター、音楽ホール、美術館・博物館などの社会教育施設との
連携も重要



民間企業・大学・関係団体等との連携②（ 期待される主な役割）

期待される主な役割

民間企業

・財政的支援（ 寄附、企業版ふるさと納税、スポンサー、収益還元型の自動販売機等）

・企業等に所属する指導者の派遣（ 社内制度の整備による副業促進等を含む）

・企業等の所有する施設の貸出し、用具・物品の提供

・運営・管理等に関するノウハウやトレーニングプログラムなどの提供 等

大学

・指導者の育成に係る研修会の実施

・大学生指導者の派遣（ 事前指導、派遣先との調整等を含む）

・大学生の参加促進に向けた地域クラブ活動における指導の単位認定等

・大学施設の貸出し

・大学施設を拠点とした集合型の地域クラブ活動の実施 等

スポーツ・
文化芸術
関係団体

・指導者の育成に係る研修会の実施

・専門的指導者の派遣

・各競技種目等に関する指導の手引きの作成・普及

・活動プログラムや自主練習用動画教材等の提供

・団体の所有する施設の貸し出し、用具・物品等の提供

・大会運営等への参画や新たな大会の開催

・体験会・イベントの開催 等

2（ 具体的な事例はP５ ～P９ 参照）



民間企業・大学・関係団体等との連携③（ 協力促進のための主な取組）

●地域展開等の検討段階からの民間企業・大学・関係団体の参画促進（ 協議会への参画等）

●地方公共団体・地域クラブと民間企業・大学等を繋ぐ専門人材の配置

●都道府県レベルでの連携体制の構築

（ 例） 富山県 : 「部活動・地域クラブ活動応援企業」の登録制度（ P10参照）

福岡県 : 「アスリート人材活用コンソーシアム」の設立（ P11参照）

●国レベルでの気運醸成

（ 例） 「部活動の地域展開・地域クラブ活動の推進に向けた産官学連携フォーラム」の開催（ P12～13参照）

企業や大学関係者等（ 全国規模の団体等） に向けた説明・周知、先進事例の収集・普及

●企業等による連携体制の構築

（ 例） 「ブカツ・サポート・コンソーシアム」（ P14参照）

日本郵政株式会社と日本スポーツ協会とのパートナー契約締結（ P15参照）

●企業等へのインセンティブ付与

（ 例） 練習着や備品・冊子等への企業名掲載、ネーミングライツ、表彰制度、公共事業等の審査における加点、

協力企業等のスポーツチームに対する公共施設の優先利用
3



○ 部活動の地域展開等に当たっては、その主役・当事者となる生徒を第一に考え、生徒のニーズに合った

地域クラブ活動の構築等を行うことが重要。その際、特に、障害のある生徒や運動が苦手な生徒、スポーツ

・文化芸術活動を気軽に楽しみたい生徒等を含め、多様な生徒がそれぞれの希望に応じて、多種多様な

体験ができる環境を整備することが重要。

○ そのためには、アンケート 調査の実施等を通じて、幅広い生徒等の問題意識やニーズを的確に把握し、

その結果を具体的な活動に反映させることが重要。また、活動開始後も、満足度や課題感に関して定期的

にアンケート調査等を行うことで、活動の質の向上や課題の早期発見・解決に努めることが重要。

○ 生徒が自らの希望に合った地域クラブ活動に出会うことができるようにするためには、地方公共団体及び

地域クラブ活動の運営団体・実施主体において、地域クラブ活動に関する情報等を分かりやすく整理の上、

生徒・保護者に対して、きめ細かな情報提供等を行うことが必要。その際、確実かつ円滑な情報提供等の

ためには、小学校・中学校と密接に連携しながら対応することが極めて重要。

○ さらに、地域クラブ活動は、学校教育としての部活動が担ってきた意義を継承・発展させるものであり、

異年齢集団のよさを生かし、目標や活動を生徒同士で話し合って決めたり、活動を改善する工夫を

行ったりするなど、活動・運営への生徒の積極的な参画を通じて、生徒の自主性・主体性、リーダーシップ

 などを育み、集団の一員として多様な他者と協働する力の育成や、個性の伸長 や自己表現などに繋げる

ことも重要。

そうした参画により、生徒にとって所属するクラブがより魅力的なものとなることとともに、将来的に、生徒が

指導者やスタッフとしてクラブ運営に携わることに繋がり、人材の好循環が生まれることも期待される。

生徒のニーズの反映及び地域クラブ活動への参加促進等①（ 基本的な考え方）

1



生徒のニーズの反映及び地域クラブ活動への参加促進等②（ 主な取組）

主な取組（ 自治体の取組事例）

①生徒等のニーズの

   把握・反映

・児童・生徒等へのアンケート 調査の実施及びその結果に基づく活動の構築

・生徒同士で取り組みたい活動等について議論するワークショップの開催

②地域クラブ活動への

   参加促進のための

情報提供等

・小学校高学年や中学生を対象とした体験会の開催

・中学校の入学説明会等の機会を活用したオリエンテーションの開催

・ポータルサイト やアプリなどによる地域クラブ活動に関する一元的な情報提供

・地域の行事等における発表会等の機会

③生徒のクラブ運営等

への参画

・生徒同士による活動目標・活動計画、役割分担等の話し合い

・生徒による新入生や小学生向け体験イベント や説明会等の運営

・生徒が中学校卒業後もクラブ活動に参加したり、将来的にクラブ運営等に関わる仕組みの構築

小中学生へのアンケート調査結果をもとに、技術力向上を目指す「スキップ型」と、様々なスポーツや文化活動を体験

できる「エンジョイ型」の２ タイプの活動を提供 【新潟県佐渡市】

中学生・高校生が、自分たちにとってより良い地域スポーツ・文化芸術活動の在り方や環境などについて本音で語り、

県や市町村へ思いを届けるワークショップを開催 【群馬県】

「地域クラブフェア」（ 体験と出会いのイベント） を春秋の２ 回開催 【新潟県上越市】

指導者やクラブ・活動団体などの情報を一元化して提供するため、人材バンク及びポータルサイトを管理・運営

（ 地域・種目等の各種情報をもとにクラブを検索可能） 【山口県】

中学校の入学説明会で、６ 年生児童と保護者に地域クラブ活動のプレゼンを実施 【岐阜県郡上市】

大学等と連携し、生徒自身が平日の放課後の活動を企画・実施する取組を実施【山口県萩市】
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８ 月のお盆時期に開催される町一番のお祭りに、地域クラブ活動（ 吹奏楽） の生徒が指導者と一緒に参加し、地域

に根差した活動として地域住民から多くの賛同を得ている【新潟県出雲崎町】



生徒のニーズの反映及び地域クラブ活動への参加促進等③（ アンケート調査等）

【アンケート調査等において把握することが想定される事項の例】

地域クラブ活動の検討段階 地域クラブ活動の開始後

①部活動等でのスポーツ・文化芸術活動の状況

②地域クラブ活動の種目・活動内容の希望

③地域クラブ活動の活動時間・活動日数の希望

④地域クラブ活動への参加目的

⑤地域クラブ活動への不安・懸念

⑥地域クラブ活動の指導者に期待すること 等

①地域クラブ活動の満足度

②地域クラブ活動に参加してよかったこと

③地域クラブ活動の課題・改善点・困りごと

④地域クラブ活動の継続意欲

⑤中学校卒業後のスポーツ・文化芸術活動の

継続意欲

⑥将来的な地域クラブ活動の運営・指導への

   参画希望 等
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